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第６回中・長期開門調査検討会議 専門委員会の概要
平成１５年１１月１９日

○中・長期開門調査検討会議専門委員会は、中・長期開門調査検討会議から付託された専門的な事
項について、ノリ不作等第三者委員会の見解やそれ以降に行われた開門総合調査などの各種調査
結果から得られた新たな知見等も踏まえて、専門的な立場から検討・整理し、中・長期開門調査
検討会議に報告を行うものである。

○今回の専門委員会では、１１月１８日(火)に開催された中・長期開門調査検討会議における第３
回～５回専門委員会の経過報告とそれに対する検討会議委員からの意見について、事務局から説
明を受けた。

○また、前回委員会における議論に関連して 「開門方法の考え方等」及び「有明４県の漁業生産及、
び環境条件の経年変化」について、事務局から説明を受けた。

○中・長期開門調査に係る専門的事項について、前回に引き続き検討を行った。

○専門委員会における主な質疑や意見は以下のとおりである。
［開門方法の検討の具体的な考え方］
・諫早湾外の流動に与える影響をチェックするという意味では、むしろ６～９月の流量の多い時
期の検討が重要であるとの意見があった。
・防災やかんがいを考慮し、かんがい期と洪水期を除くと、淡水性生物と海水性生物がほぼ半年
ごとに死滅・生成を繰り返すこととなり、干潟の水質浄化機能の把握の観点からは意義が見出
せないとの意見があった。しかし、開門方法の検討には、かんがい期と洪水期を区別すること
なく、連続して調査することが必要との意見があった。
・排水門を全開した場合の濁りの拡散による漁場への影響については、ＳＳの予測結果だけでは
議論できないが、諫早湾の北側沿岸のアサリ漁場では、現状でも排水後には浮泥が堆積しやす
いという実態があり、排水門を全開して、開門調査を行った場合、アサリの弊死が予想される
との意見があった。

［中・長期開門調査に係る検討］
＜全般＞
・統計データから見る限り、ノリの生産は基本的には横ばい、タイラギ・アサリの漁獲について
は、1982年頃から減少しており、干拓事業による有意な影響はないのではないかとの意見があ
った。ただし、ノリについては専門の立場から示唆が頂きたいとの意見があった。
・12年のノリの生産量の落ち込みは、これまでも赤潮被害があった鹿島地区のみならず、佐賀沖

、 。 、東部海域に大きな被害が生じたため 社会問題とされたところであるとの意見があった また
タイラギについては、それ以前も漁獲量は少なかったものの、11年以降、全く漁獲がなくなっ
たため、何らかの影響があったのではないかと考えられており、統計データだけでは決め付け
られず、このため、開門調査が必要であるとの意見があった。
・ノリの生産量は暦年データなので、年度によるノリの生産の動向が反映されていないとの意見
があり、年度で整理することとなった。また、色落ち等でノリ生産が不安定になっており、諫
早湾の締切の影響ではないかと危惧しているとの意見があった。
・かなり以前から有明海の環境は悪くなってきており、底生生物についても種の激減等の兆候が
でていた中で12年の赤潮によるノリの被害があったが、その主たる要因は、海象、気象条件に
よるところが大きいとの結論がノリ委では出ているとの意見があった。また、中・長期開門調
査でノリ不作の原因が追求できればよいが、学術的には、有明海の環境改善のため、開門によ
り何が明らかにできるのかという点から調査について検討すべきとの意見があった。

＜潮位・潮流＞
・有明海の流動については、既に短期開門調査を含む開門総合調査や国調費調査で堤防締切の影
響の程度も検討されており、その検証のためだけに開門するというのは、様々なリスクを考え
れば妥当ではなく、連続観測を含め、これまでの調査を充実することが現実的であるとの意見
があった。
・開門調査を行ったとしても、実測では気象等の影響があり、観測では要因を区別できない場合
があるので、流動についての成果は少なく、様々な条件によりシミュレーションをする方が優
れているとの発言があった。ただし、シミュレーションだけに頼るのではなく、開門調査によ
るチェックも必要であるとの意見があった。
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・筑後川からの流量と負荷は大きな量であり、全体的な漁業生産に諫早湾からの排水が影響を与
えるものでないことは承知しているが、一方、有明海の流動が低下し、濁りが低下したという
話もあり、また、筑後川からの河川水がどの海域に栄養塩を供給するかといったようなことに
ついて、12年の現象を再現することができれば意味があるとの意見があった。
・開門を実施した場合の実際の影響をできるだけ詳細なフィールドワークにより把握し、底泥の
巻き上げ・沈降などの実測値がシミュレーションで説明できるということであれば漁民も納得
するが、シミュレーションのみでは納得できないのではないかとの意見があった。

＜水質・干潟＞
・開門により調整池内は劇的に変化することは自明であるが、水質は刻々変動するものであり、
実測データからも有意な差は出ないのではないかとの意見があった。
・現在の調整池内の淡水性干潟と開門により生ずる海水性干潟の浄化能力を調査する必要がある
が、堤防締切後に調整池の水質が安定するまでに３年程度を要したことを考慮すれば、調査と
しては現実的には不可能であるとの意見があった。
・排水門を全開することは、現在の工事の進捗状況から困難であり、調整池の水位を管理しなが
ら開門調査を行ったとしても、干満が生じず、干潟浄化機能の評価を行う意味がないとの意見
があった。
・海水導入し、現状の堤防内の環境の変化を調査することは学術的には意味があるが、海水と淡
水を繰り返す状況を長期に行っても、かつての諫早干潟の復元は不可能であるとの意見があっ
た。
・開門総合調査においては類似干潟による干潟浄化機能の検討を行っており、対象干潟が悪い状
態であったとしても、シミュレーション等によりその概数を推測することは可能であるとの意
見があった。
・短期開門調査と同様、海水導入による調整池の水質浄化が期待されており、開門により、実測
値を得ることに意義があるとの意見があった。また、開門開門調査結果に基づいて、漁業者に
説明したいとの意見があった。
・これに対し、有明海の水質に与える調整池の水質の影響については、調整池内の水の培養試験
や排水負荷量等、現状を十分検討すべきであるとの意見があった。これに対し、漁業者は有明
海の水質の悪化は調整池の富栄養化が影響していると感じているとの意見があった。
・秋口に発生し、長期化する珪藻赤潮や、鞭毛藻類の多発について、論理的な説明が十分できて

、 、いないところに漁業者の不安があることから シミュレーションにより全体像を把握した上で
現地で検証していくという緻密な調査計画が必要であるとの意見があった。
・有明海では様々な研究が行われており、それらについても取り上げるべきであるとの意見があ
った。
・大きな流速により高濃度の濁りがでるということは、底質が洗掘されていると考えるべきであ
り、底生生物にも影響を与えることから、開門調査に先立ち、洗掘と濁りの拡散の程度を検討
することが重要であるとの意見があった。

＜貧酸素水塊＞
・諫早湾近傍の貧酸素の発生に関しては、最近、様々な研究成果が出されており、諫早湾口での
貧酸素水塊の発生は、主に筑後川からの栄養塩等の影響であり、さらに気象条件が加わって赤
潮も発生するという見解も出されているとの意見があった。このため、有明海全体について検
討するための観測体制を充実することが有明海の再生に向けて重要であるとの意見があった。
・諫早湾が佐賀沖の貧酸素水塊発生に与える影響や、佐賀沖の底質の泥化に対する影響について
議論があるが、筑後川の影響がほとんどで、諫早湾湾奥部の北流があったとしても、諫早湾影
響が北に広がるとは考えられないとの意見があった。

＜生物関係＞
・開門すれば、混合域（干潟）が調整池内に移動し、調整池の水質が変化し、赤潮の発生等の減
少が期待できるとの意見があった。
・12年のノリ不作の原因のリゾソレニアの挙動が開門調査でわからなくとも、開門調査により、
こうした新たなプランクトンの出現の背景や種組成の変化は検討できるのではないかとの意見
がある一方で、赤潮発生のメカニズムがよく分かっていない状態で、開門することで何がわか
るのか疑問との意見があった。
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・富栄養化といっても、有明海全域に流入する負荷量が最近急激に増加したということはなく、
また、高水温や以前からの二枚貝の激減及び底質の悪化等といった大きな流れの中で赤潮の増
減があるとの意見があった。

＜とりまとめの方向＞
・付託４項目の検討を行うに当たって、まず調査目的を明確にした上で、どういう設計で調査を

、 、 、 、やれば成果が得られるか 検討にあたっての項目 調査範囲 調査期間を決めることになるが
調査範囲は、有明海全域とするべきとの意見があった。
・有明海は、潮汐変動が大きいなど、調査が非常に難しい海域であることを踏まえて自動観測シ
ステムを活用した調査が有効で、シミュレーション結果をチェックするための継続的な観測が
必要との意見があった。
・有明海の再生に向け、調査点を多くして連続観測を行うべきであり、有明海湾奥、諫早周辺の
海底の底質の状態の調査、気象との関連など総合的な集約ができるような調査方法をとるべき
であるとの意見があった。
・有明海の再生に向けて、現在、西水研の有明海・八代海漁場環境研究センターを中心に関係５
県で調査を進めていくことが重要であるとの意見があった。
・開門調査は、有明海の再生に向けた取り組みの視点に立って検討すべきであり、このためには
色々な調査アプローチがあるが、気象・海象状況の把握を含め、要因分析が出来るように、調
査設計を目的にあわせてしっかり行い、調査によりただデータをとったようにならないように
すべきであるとの意見があった。
・各機関の調査をいつでも閲覧できるようなシステムが必要ではないかとの意見があった。
・開門調査の判断の前に、連続記録や自記記録等によりわかることも多々あるので、まずこれを
しっかり分析した上で検討すべきではないかとの意見があった。
・開門の議論の前に、データの整理・分析を１年間ぐらいかけて行うことが重要との意見があっ
た。
・中長期の開門調査をやっても大きな成果は得られず、大きなリスクを背負った形で調査を行う
ことは意義がないとの意見があった。
・長期に開門すべきという意見、先ず、シミュレーションをやるべきという議論が平行線となっ
ているが、開門しないなら、漁業者が納得するようにその理由をきちんと説明すべきではない
かとの意見があった。
・専門家として、何が起こりうるのかというリスクについて検討すべきではないかとの意見があ
った。
・浮泥が漁場にとってどういう影響を与えるかについて、アサリ漁場に浮泥がたまると定期的に
耕耘、覆砂したりする必要があるとの説明があった。
・のり養殖に対する浮泥の影響については、前もって影響を検討しておく必要があるとの意見が
あった。また、開門調査を行うのであれば、事前に環境影響評価をしっかりと実施し、被害を
防止しなくてはならないとの意見があった。
・開門調査を行っても、潮受堤防がある状況では、自然にない新しい環境を造り、これに対する
調査となり、潮受堤防の影響を見ることにならないことを認識することが重要との意見があっ
た。

○次回は、委員会としての報告書の素案について、検討を進めることとなった。


